
１．業　 務 　名

２．業 務 場 所

No.

1

2

3

4

5

３．経　費　条　件

４．資　料　等

本業務に係る入札公告等については、北海道森林管理局ホームページのとおりですが、その他

の資料については、下記の場所にて閲覧願います。

　　１）檜山森林管理署

　①治山林道必携　積算・施工編（上巻・下巻）

　②治山林道必携　調査・測量・設計編

　なお、競争参加資格確認申請書、品質証明書、技術提案書（総合評価落札方式）の各様式及び

　入札者注意書、現場説明書（契約保証関係）、国有林野事業業務請負契約約款、森林整備保全

　事業調査、測量、設計及び計画業務標準仕様書及び特別仕様書、北海道森林管理局治山技術

　基準解説（運用）、北海道森林管理局治山事業設計指針、履行確実性審査・評価資料、森林整

　備保全事業の調査、測量、設計及び計画業務に係る積算要領、森林整備保全事業調査、測量、

　設計及び計画業務の事務に関する様式については、北海道局ホームページ（ホーム＞公売・入

　札情報＞に掲載しています。

　　２）電子入札ダウンロードシステム

　①現地写真

５．貸   与   品

安全費 計上しない 治山林道:測量調査

電子成果品作成費計上区分 予備設計､実施設計又は詳細設計治山林道:設計･計画作成等

電子成果品作成費計上区分 治山林道:解析等調査

電子成果品作成費計上区分 治山林道:地質調査

電子成果品作成費計上区分 計上する 治山林道:測量

補　正　項　目 補　正　内　容 備　　　考

縁桂遊歩道脇 1453 山腹面積  0.12ha 山腹工実施設計

縁桂奥 1453 山腹面積  0.04ha 山腹工実施設計

業務現場説明書

富岡地区（縁桂森林公園）治山工事実施測量及び設計業務

北海道爾志郡乙部町

檜山森林管理署　1453林班

箇所名 林班 渓流延長または山腹面積 備　　　　　考

縁桂裏

小茂内川本流

治山ダム（遮水型）実施設計１基

渓流延長　1200m 流木除去

渓流延長　100m1453

1453



６．その他の事項

　　1)契約保証については、別添「契約の保証について」を参照すること。

    2) 国有林野事業業務請負契約約款の条項に示された仕様書は、森林整備保全事業調査、測

　　　　量、設計及び計画業務標準仕様書及び森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務

　　　　特別仕様書とし、これらに該当のないものは特記仕様書として契約書に添付するものとする。

    3) 森林調査簿その他必要な帳簿等については、檜山森林管理署において閲覧できるものとする。

    4) 火気の取扱については十分注意し、山火事防止に万全を期すこと。

    5) 入林届については、国有林野管理規程細則第82条1項3に基づき提出は不要とする。

　　　　なお、無人航空機を飛行させる場合は、森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務特

　　　　別仕様書第７条により、必要な手続きを行うこと。

    6) 関係法規がある場合はこれを遵守すること。

    7) その他、細部については監督職員の指示によるものとする。

　　8) 情報共有システム活用業務については、「北海道森林管理局森林整備保全事業調査、測量、設

　　　計及び計画業務特別仕様書第11条　森林整備保全事業の調査、測量、設計及び計画業務にお

　　　ける受発注者間の情報共有システム実施要領」のとおりとする。

　　9) 地質調査業務標準仕様書1118条に基づく、「別途定める検定に関する技術を有する第三者機関」

及び「発注者が指定する地盤情報データベース」については、「国土地盤情報センター」及び「国

土地盤情報データベース」とする。

　なお、検定費用等については、下記リンク（一般財団法人国土地盤情報センターHP）によることと

し、一括計上価格（諸経費率算定対象外）に計上する。

URL：https://ngic.or.jp/

　　10) 本業務の技術者日額については、令和７年３月１日改定の技術者基準日額を使用している。

    11) 調査等の実施については技術提案書（別記様式5～6）に記載の計画に従い実施すること。



別 添 

 

○契約の保証について 

 

（１）落札者は、業務請負契約書案の提出とともに、以下アからオまでのいずれかの 

  書類を提出しなければならない。   

  ア 契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書 

（ア）  保管金領収証書は、「（保管金取扱店名を記載すること。）」に契約保証金 

の金額に相当する金額の金銭を払い込んで、交付を受けること。 

（イ）  保管金領収証書の宛名の欄には、「（歳入歳出外現金出納官吏 官職氏名を 

  記載すること。）」と記載するように申し込むこと。 

（ウ）請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについて 

は、契約担当官等の指示に従うこと。 

    （エ）受注者の責に記すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は、 

会計法第 29 条の 10 の規定により国庫に帰属する。 

なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過 

分を徴収する。 

（オ）受注者は、業務完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金の払 

渡しを求める旨の保管金払渡請求書を提出すること。 

  イ  契約保証金に代わる担保としての有価証券（利付国債に限る。）に係る政府保管 

  有価証券払込済通知書及び政府保管有価証券提出書 

（ア）政府保管有価証券払込済通知書は、「（保管有価証券取扱店名を記載するこ 

と。）」に契約保証金の金額に相当する金額の利付国債を払い込んで、交付を 

受けること。 

（イ）政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には、「（政府保管有価証券取扱 

主任官 官職氏名を記載すること。）」と記載するように申し込むこと。 

（ウ）  請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱について 

は、契約担当官等の指示に従うこと。 

（エ）  受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、保管有価証券は、 

会計法第 29 条の 10 の規定により国庫に帰属する。 

なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過 

分を徴収する。 

（オ）  受注者は、業務完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管 

有価証券払渡請求書を提出すること。 

  ウ  債務不履行時による損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書 



（ア）  契約保証金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等 

の取締りに関する法律（昭和 29 年法律第 195 号）に規定する金融機関である銀 

行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連 

合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用共同組合、農業共同組合、水産 

業協同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合（以下「銀行等」という。） 

又は公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和 27 年法律第 14 号）第２条 

第４項に規定する保証事業会社（以下「金融機関等」と総称する。）とする。 

   （イ）保証書の宛名の欄には、「（契約担当官等 官職氏名を記載すること。）」と 

記載するように申し込むこと。 

（イ）  保証債務の内容は業務請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払 

であること。 

（ウ）  保証上の保証に係る業務の業務名の欄には、業務請負契約書に、記載される 

業務名が記載されるように申し込むこと。 

   （オ）保証金額は、契約保証金の金額以上であること。   

   （カ）保証期間は、履行期間を含むものとすること。 

  （キ）保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後６か月以上確保されるも 

のとすること。 

   （ク）請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は履行期間を変 

更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。 

（ケ）受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、金融機関等から支払 

われた保証金は、会計法第 29 条の 10 の規定により国庫に帰属する。 

なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収 

する。 

   （コ）受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、業務完成後、契約担当官等か 

ら保証書（変更契約書がある場合は、変更契約書を含む。）の返還を受け、銀 

行等に返還するものとする。 

  エ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券 

（ア）  公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を 

保証する保証である。 

（イ）  公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「（契約担当官等 官職氏名を記載 

すること。）」と記載するように申し込むこと。 

（ウ）  証券上の主契約の内容としての業務名の欄には、業務請負契約書に記載され 

るように申し込むこと。 

    （エ）保証金額は、請負代金額の 10 分の１の金額以上とする。 

    （オ）保証期間は、履行期間を含むものとする。 



    （カ） 請負代金額を変更する場合又は履行期間を変更する場合の取扱いについては、 

契約担当官等の指示に従うこと。 

（キ）  受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、保険会社から支払わ 

れた保証金は、会計法第 29 条の 10 の規定により国庫に帰属する。 

なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収 

する。 

  オ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券 

（ア）  履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約 

する保険である。 

    （イ）履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。 

    （ウ）保険証券の宛名の欄には、「（契約担当官等 官職氏名を記載するものとす 

る。）」と記載するように申し込むこと。 

  （エ）証券上の契約の内容としての業務名の欄には、業務請負契約書に記載される 

ように申し込むこと。 

    （オ）保険金額は、請負代金額の 10 分の１の金額以上とする。 

    （カ）保険期間は、履行期間を含むものとする。     

（キ）請負代金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従う 

こと。 

（ク）受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、保険会社から支払わ 

れた保険金は、会計法第 29 条の 10 の規定により国庫に帰属する。 

なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収 

する。 

 

（２）（１）のウの金融機関等の保証に係る保証書、エの公共工事履行保証証券に係る 

 証券又はオの履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電磁的方法（電子情報 

 処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。）であっ 

 て金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずることができる。この場合に 

 おいて、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。 

（３）当該措置を講ずる場合、落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされ 

  た電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供 

  し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。 

  契約情報及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。 

（４）（１）の規定にかかわらず、予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）第 1 

00 条の２第１項第１号の規定により業務請負契約書の作成を省略することができ 

る場合は、契約の保証を付さなくてもよいものとする。 



図 面 名

業 務 名

所 在 地

縮 尺 1：50,000

位置図 1

富岡地区（縁桂森林公園）治山工事実施測量及び設計業務

檜山森林管理署 1453林班

調査箇所
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